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はじめに（⚠必ずご確認ください)

概要
平成8年以降に建築確認申請を行った物件の「建築確認申請台帳記載事項証明書」の電子申請が可能です。
「建築確認申請台帳記載事項証明書」の電子申請には、「建築計画概要書等Web閲覧システム」で出力した台帳記載証明書申請書(仮名)PDFが必要です。
※ 「建築計画概要書等Web閲覧システム」のログインには、事前登録が必要です。(建築計画概要書等Web閲覧システム利用申請マニュアル)

注意事項１：同時に申請可能な件数について
一度に５件まで申請できます。５件以上必要な場合は改めて申請してください。

注意事項２：申請内容の変更について
申請完了後、申請内容の変更はできません。

注意事項３：証明書発行手数料について
建築確認申請台帳記載事項証明書発行には証明書１枚につき,300円の手数料が必要です。オンライン決済（クレジットカード・PayPay・LINEPay）でお支払
いいただきます。(その他の支払い方法は利用できません)

注意事項４：決済のお取消しについて
一度お支払いいただいた決済はお取消しできませんので、予めご了承ください。

注意事項５：領収書 について
電子申請フォームで申し込まれた方の手数料については、領収書は発行されません（オンライン決済の記録等をご利用ください）。領収書が必要な方は、
窓口での申請をご利用ください。

注意事項６：証明書の郵送について
発行した建築確認申請台帳記載事項証明書は、三つ折りにして普通郵便で郵送します。手数料とは別に送料110円をお支払いいただきます。

注意事項７：郵送に要する期間について
・申請内容の審査：申請後３営業日前後
・郵送処理：支払い後３営業日前後
物件が特定できない場合やお急ぎの場合は、よこはま建築情報センター(横浜市役所２階)の窓口で申請してください。
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https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/annai/shomei/web.files/0026_20240711.pdf


電子申請のおおまかな流れ（１/２）

建築計画概要書等
Ｗeb閲覧システム

横浜市電子申請・
届出システム

申請書

横浜市電子申請・
届出システム

建築計画概要書等Ｗeb閲覧
システムで物件を特定し、
申請書をダウンロード

横浜市電子申請・届出シス
テムで申請書をアップロー
ド

横浜市電子申請・届出シス
テムのメールアドレスに
支払い依頼のメールが届く

横浜市電子申請・届出シス
テム上で支払い処理を行う

郵送され、証明書が
届く

申請書

証
明
書

建築計画概要書等
Ｗeb閲覧システム 横浜市電子申請・届出システム

⚠証明書の電子申請には２つのシステムを使用します。
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電子申請のおおまかな流れ（２/２）

①あらかじめ、「建築計画概要書等Web閲覧システム」で物件の特定を行い、台帳記載証明書申請
書(仮名)(PDF)を出力(添付資料として準備)してください。
※「建築計画概要書等Web閲覧システム」のログインには、事前登録が必要です。

(建築計画概要書等Web閲覧システム利用申請マニュアル)

②横浜市電子申請・届出システムの申請フォームに入力したうえで、①で準備した申請書を添付（アッ
プロード）してください。

③横浜市建築局情報相談課で申請内容や添付書類に不備・不足がないか審査します。

④審査後、建築確認申請台帳記載事項証明書が発行可能の場合には、メールで手数料のお支払いをお願
いします。
※申請内容や添付資料に不備がある場合、差戻しあるいは申請却下のメールを送付致します。
（申請内容確認後、３営業日前後)

⑤手数料のお支払いが確認できたら、建築確認申請台帳記載事項証明書を普通郵便で郵送します。
(支払い確認後、３営業日前後)

⑥物件が特定できない場合やお急ぎの場合は、よこはま建築情報センター(横浜市役所２階)の窓口で申
請してください。
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https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/annai/shomei/web.files/0026_20240711.pdf


１Ａ 物件を特定し、概要書を閲覧する(付近の地図から特定する場合)

「建築物」を選択

区名を選択

町名を選択

「付近の地図を表示」
を選択

１プロットを選択
２受付番号が表示されたら
「概要書を閲覧」を選択

概要書画面が表示される
（２へ）
※平成８年以降の物件でない場合、
「確認申請台帳」ボタンを選択出来ません。
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１Ｂ 物件を特定し、概要書を閲覧する(住所検索から特定する場合)

「建築物」を選択

区名を選択

町名を選択

「検索ボタン」を選択
※親番を入力しないと選択できません。

１検索結果からいずれか一つを選択する
２「概要書を閲覧」を選択

概要書画面が表示される
（２へ）
※平成８年以降の物件でない場合、
「確認申請台帳」ボタンを選択出来ません。
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２ 概要書表示画面から電子申請書を確認

概要書表示画面で「確認申請台帳」ボタンを選択 建築確認申請台帳の記載内容を確認します。
（３へ）
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３ 申請書をダウンロードする

公印が押印された証明書を取得したい場合、「申請書出力」
を選択します。

端末にPDFがダウンロードされます。
⚠この時点で電子申請は完了していません！
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４ 横浜市電子申請・届出システムを開く

続けて物件調査をする場合は「概要書表示画面に戻る」を選択。
電子申請の手続きを進める場合は「横浜市電子申請・届出システムを開く」
を選択。

横浜市電子申請・届出システムのトップページに遷移します。（５へ）
※別タブに表示されます。(ブラウザの設定により表示方法が異なる場合
がございます｡)
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５ 横浜市電子申請・届出システムにログインする

画面右上の「ログイン」を選択

横浜市電子申請・届出システムの
・メールアドレス
・パスワード
を入力します

・xxx

横浜 太郎
※氏名の表示例

ログインすると画面右上に名前が
表示されます。
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６ 電子申請・届出システムで申請をする（１/２）

画面上部の
「手続き一覧(個人向け)」
を選択

・
・

内容詳細画面が表示される
内容を確認しながら画面を下へ
スクロールし、「次へ進む」
を選択

手続きの検索画面が表示される。
キーワード検索ボックスに
「建築確認申請台帳記載証明書の電子申請に係る手続き」※と入力
し、「検索」を選択
※「建築確認申請」等でも検索可能

検索結果が表示される。
「建築確認申請台帳記載証明書の
電子申請に係る手続き」を選択
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６ 電子申請・届出システムで申請する（２/２）

⚠住所を入力する際は「番地」・「建物名」・「部屋番号」まで入力し

てください。
⚠申請者氏名は横浜市電子申請・届出システムの登録名で申請してくだ

さい。(同一の方からの申請をお願いしております。)

・
・

申請内容の入力画面が表示される
指示に従って申請内容を入力する

・
・

申請内容に誤りが
ないか確認し、
「申請する」を選
択する。

申請が完了します。
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入力が完了したら
「次へ進む」
を選択する

注意事項を確認の上、
同意してください

建築計画概要書Web閲覧システム
でダウンロードした申請書を
アップロードしてください。



７ー１ 手数料納付依頼メールの受領～支払い方法の選択画面の表示（１/２）

・申請完了後３営業日前後で
「【横浜市電子申請】「建築確認申請台帳記載証明書の電子
申請に係る手続き」の手数料のお支払いを受け付けました」
という件名で横浜市電子申請・届出システムの登録メールア
ドレス宛に支払い依頼のメールが届きます。

・メールのURLを選択、あるいは検索エンジンで
「横浜市電子申請・届出システム」を検索。

マイページが表示される。
画面を下にスクロールして
「申請履歴一覧・検索」
を選択する。
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横浜太郎

※氏名の表示例

横浜市電子申請・届出システムにログインする。
ログイン後、右上の氏名を選択する。

横浜太郎

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home
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「手数料をお支払いください」と記載
されている「建築確認申請台帳記載証明書の電
子申請に係る手続き」を選択する。

支払い方法の選択画面が表示
される申請内容照会画面が表示される

「手数料を支払う」を選択

７ー１ 手数料納付依頼メールの受領～支払い方法の選択画面の表示（２/２）



７ー２Ａ クレジットカードで支払いする場合

支払完了画面が表示されます
これで手続きは完了です。
※手続き完了後、３営業日前後で発送を行います。

⚠手数料支払い後の取り消し・キャンセルはできません。
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金額を確認し、
必要事項を入力後、
「手数料を支払う」を選択



７ー２Ｂ PayPayで支払いする場合（１/２）
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手数料支払い画面が表示される
金額を確認し、
「手数料を支払う」を選択

⚠手数料支払い後の取り消し・キャンセルはできません。
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７ー２Ｂ PayPayで支払いする場合（２/２）

⚠手数料支払い後の取り消し・キャンセルはできません。 ⚠手数料支払い後の取り消し・キャンセルはできません。



７ー２Ｃ LINE Payで支払いする場合（１/２）

手数料支払い画面が表示される
金額を確認し、
「手数料を支払う」を選択
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⚠手数料支払い後の取り消し・キャンセルはできません。



７ー２Ｃ LINE Payで支払いする場合（２/２）

⚠手数料支払い後の取り消し・キャンセルはできません。
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支払完了画面が表示されます
これで手続きは完了です。
支払い確認後、３営業日前後で
発送を行います。



８ 申請が差戻しされた場合（１/４）
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申請内容に不備があった場合、
「【横浜市電子申請】建築確認申請台帳記載証明書の
電子申請に係る手続き」の再申請の御願い
という件名でメールが届きます。

メールのリンクを選択するか、「横浜市電子申請・届出
システム」で検索し、横浜市電子申請・届出システムに
アクセスします。

横浜太郎

横浜市電子申請・届出システムにログインする。
ログイン後、右上の氏名を選択する。

申請状況のお知らせを選択します。

※氏名表示例



８ 申請が差戻しされた場合（２/４）
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・お知らせ一覧が表示される
・「建築確認申請台帳記載証明書の電子申請に
係る手続き」を選択

・
・

・申請内容照会画面が表示される
・差戻し理由を確認します。
・下にスクロールして
「申請内容を修正する」を選択します。

・
・

・内容詳細画面が表示される
・下にスクロールして
「次へ進む」を選択します。



８ 申請が差戻しされた場合（３/４）

23

・
・

・
・

・申請内容の入力画面を表示
・差戻し理由を確認
・「要修正」なっている項目を修正します
・修正後「次へ進む」を選択します。

・
・ ・申請内容の確認画面が表示

・内容を確認し、問題がなけ
れば「申請する」を選択する。



８ 申請が差戻しされた場合（４/４）
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差戻しの再申請が完了
します

OKを選択します



９ 差戻しされた申請を取り下げる場合（１/２）
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申請内容に不備があった場合、
「【横浜市電子申請】建築確認申請台帳記載証明書の
電子申請に係る手続き」の再申請の御願い
という件名でメールが届きます。

メールのリンクを選択するか、「横浜市電子申請・届出
システム」で検索し、横浜市電子申請・届出システムに
アクセスします。

横浜太郎

横浜市電子申請・届出システムにログインする。
ログイン後、右上の氏名を選択する。

申請状況のお知らせを選択します。

※氏名表示例



９ 差戻しされた申請を取り下げる場合（２/２）
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・お知らせ一覧が表示される
・「建築確認申請台帳記載証明書の電子申請に
係る手続き」を選択

・
・

・申請内容照会画面が表示される
・差戻し理由を確認します。
・下にスクロールして
「この申請を取下げる」を選択します。
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